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つくば市交通安全対策協議会 。つくば市



笑顔と思いやりのルールとマナーを !

こどもが安全に通行できる道路交通環境の
確保と安全な横断方法の実践
令和5年中における歩行者の交通事故死者数は33人で、

全死者数の約35%を占めています。また、道路横断中の歩行者の死者数は
22人で昨年より2人減少したものの、依然として高い割合を占めています。

●横断歩道は歩行者優先、
歩行者等がいる場合は必ず停止しましょう

0ドライバーの方は、〒供や高齢者のそばを通る場合は、
急な横断に備え十分に速度を落とすなど、思いやりのある運転を心がけましょう。

0歩行者の方は道路を横断する時は必ず止まつて安全を確認し、
無理な横断はやめましょう。

歩行者優先意識の徹底と

「思いやり。ゆすり合いJ運転の励行
交通ルールを守り、歩行者。他の車両に対して

「思いやり。ゆずり合い」の気持ちを持つた運転を心がけよう。●

自転車。電動キックボード等利用時の
ヘルメット着用と交通ルールの連守

あおり運転は
罰則の

対象になります!

法律改正

令和2年 法律第42号

韓

自転車・電動キックポード等利用時も
交通ルールを守ろう !

令和5年中の自転車が関係した交通事故による死者数は17人で、

全死者数の18%を占めています。

自転車は、自動車等に衝突された場合は被害者になる反面、歩行者等
と衝突した場合には重大な事故のカロ害者になる場合もあります。

自転車利用者 。電動キックボー ド等利用者 は

ヘルメットの着用の徹底をしよう。

●夜間の無灯炎走行、飲酒運転、二人乗り、並進の危険運転は
絶対にやめましょう。

●スマートフォン等使用や傘差し等の片手運転、イヤホン等を
使用した、ながら運転は絶対にやめましょう。

また、歩道通行時はか行者優先を徹底しよう。

法令に基づくドライバーの義務です。

身体機能の変化など

により、運転に不安を

感じた方は、運転免許

証の自主返納も含め

て、家庭内でよく話し

合いましょう。

高齢運転者の

交通事故防止

全ての座席でシートベル

ト等を正しく着用 し (幼

児を乗車させるときは、

体格に合ったチャイルド

シートを正しく取り付け)

ているア)｀を確認しよう。

シートベルトと
チャイルドシートの

着用

飲酒運転の悪質性や危険性を認識
し、飲酒運転を絶対にしないという

強い信念を持ちましょう。

欲酒に伴う会合等には、電車やタク

シーなどの公共交通機関を利用し

よう。
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飲酒運転等の

根絶

「思いやり、

ゆずり合い」

の気持ちを持

つた運転を心

がけよう。

あおり運転の

防止

転車安全利用五則自

o車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と一時停止を

守つて、安全確認

0夜間はライトを点灯

o飲酒運転は禁止

0ヘルメットを着用


